
働き方改革の推進（検査結果通知書の公印省略・電子メール化）について 

 

１．検査結果通知書の公印省略及び通知方法の変更について 

  生産性の向上(DX 化の推進)を目的として、工事請負契約約款第 32 条第２項の規

定により検査結果を通知する書類について、公印を省略し、窓口における手渡しから

電子メールを利用し送付する方法に変更します。 

 

２．変更前・変更後の内容(イメージ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 施行日 

 令和８年６月１日  

 


